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事 務 連 絡 
令和２年４月１７日 

 
各都道府県・指定都市教育委員会 
義務教育諸学校教職員定数担当課 
特別支援教育担当課         御中 
外国人児童生徒等日本語指導担当課 

 
 

文部科学省初等中等教育局財務課 
特別支援教育課 

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 
 
 

平成 29 年義務標準法の改正に伴い創設されたいわゆる「通級による指導」 
及び「日本語指導」に係る基礎定数の算定に係る留意事項について 

 
平成 29 年の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

（以下「義務標準法」という。）の改正に伴い創設されたいわゆる「通級による指導」

及び「日本語指導」に係る基礎定数の算定に係る留意事項等については、「義務教育諸

学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及

び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」（平成

29 年 3 月 31 日付け 28 文科初第 1854 号文部科学事務次官通知、以下単に「通知」

という。）において示しているところですが、その取扱いに関して、不十分な点が散見

されることから、改めて下記のとおり、算定上の留意事項を示しますので十分に御了

知の上、事務処理上遺漏のないよう取扱い願います。 
 

記 
 
１．通知におけるいわゆる「通級による指導」及び「日本語指導」に係る基礎定数の

算定に係る制度改正の内容及び留意事項（抜粋） 

 
  通知における「通級による指導」及び「日本語指導」に係る基礎定数の算定に係

る制度改正の内容及び留意事項のうち主なものは、以下のとおりですので改めて御

確認願います。 
 
第一 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正（改正法第１条）、
同法施行令の一部改正（改正令第１条）及び大臣の定めの一部改正 
１ 改正の概要 
① 公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の教頭及び教諭等の
数の標準の改正 
イ 障害に応じた特別の指導であって政令で定めるものが行われている児童又は生徒（特別支

写

011332
楕円

坂本 結香
テキストボックス

坂本 結香
テキストボックス
96



2 
 

援学級の児童又は生徒を除く。）１３人につき教員１人をそれぞれ算定する基準を新設するこ
と。（義務標準法新第７条第１項第５号関係） 
政令で定める特別の指導については、障害による学習上又は生活上の困難を克服するため

に障害に応じて行われる指導であって、平成５年文部省告示第７号（学校教育法施行規則第
１４０条の規定による特別の教育課程について定める件）で定めるところにより教育課程の
一部として行う必要があると認められる者に対して行われるものとすること。（「公立義務教
育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令（昭和３３年政令第２０２号）」
（以下「義務標準法施行令」という。）新第２条第１項関係及び大臣の定め記２） 

ウ 日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であって政令で定めるものが行われて
いる児童又は生徒１８人につき教員１人をそれぞれ算定する基準を新設すること。（義務標準
法新第７条第１項第６号関係） 
政令で定める特別の指導については、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困

難を克服するために日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる指導であって、平成２
６年文部科学省告示第１号で定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認
められる者に対して行われるものとすること。（義務標準法施行令新第２条第２項関係及び大
臣の定め記３） 

② 公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教頭及び教諭等の数の標準の改正 
ア 日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導であって政令で定めるものが行われて

いる児童及び生徒１８人につき１人の教員を算定する基準を新設すること。（義務標準法新第
１１条第１項第５号） 
政令で定める特別の指導は、日本語に通じないことによる学習上又は生活上の困難を克服

するために日本語を理解し、使用する能力に応じて行われる指導であって、平成２６年文部
科学省告示第１号で定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる
者に対して行われるものとすること。（義務標準法施行令新第６条関係及び大臣の定め記５） 

２ 留意事項 
③ 今回の改正により教頭及び教諭等の数の算定の基礎に加えられる１①イ及びウの指導の実施
に当たっては、以下の点に留意すること。 
ア 地域全体で必要な指導を実施することができるよう、複数の学校の兼務発令や行政区を越
える兼務発令を活用するなど、専門性の高い人材による効果的かつ効率的な指導を行うため
の方策について検討を行うことが適当であること。 

イ いわゆる「自校通級」、「他校通級」、「巡回指導」それぞれの指導形態の特徴、指導の
教育的効果、児童生徒や保護者の負担等を総合的に勘案し、各学校や地域の実態を踏まえて
効果的な指導形態を選択すること。なお、１①イ及びウの算定基準による教頭及び教諭等の
数の算定は、児童生徒の在籍校の設置者に応じて都道府県又は指定都市ごとに行われるもの
であり、当該指導の担当教員の所属校と対象児童生徒の在籍校の設置者が異なる場合には、
必要に応じて当該設置者間において適切な事務処理を行うこと。 

ウ 特別の教育課程に基づく教育の必要性の有無について、それぞれ関係の告示や通知等を参
照の上、専門的な知見を活用しつつ、客観的かつ円滑に適切な判断を行うこと。また、その
際には、各学校及び市区町村教育委員会において、判断の基準となった資料等を適切に管
理・保存するなど、適切な事務処理を行うこととし、必要に応じて都道府県教育委員会と連
携すること。 

エ 障害のある児童生徒については、特別支援学級又は通級による指導のいずれにおいて教育
を行うべきかの判断について、関係の法令及び「障害のある児童生徒等に対する早期からの
一貫した支援について（通知）（平成２５年１０月４日付け文科初第７５６号）」等の通
知、文部科学省作成の「教育支援資料」等を参考に、客観的かつ円滑に適切な判断を行うこ
と。 

オ 通級による指導を受ける児童生徒については、近年の傾向から引き続きその増加が見込ま
れることから、専門性のある担当教員を確実に養成するため、研修の内容及び日数の充実
や、新たに通級による指導を担当する教員が着任前にも必要な研修を受けられるようにする
など実施時期の見直し等について検討願いたいこと。 

カ 日本語に通じない児童生徒については、特別の教育課程に基づく教育を行うべきかの判断
について、「外国人児童生徒のためのＪＳＬ対話型アセスメントＤＬＡ（Dialogic 
Language Assessment for Japanese as a Second Language）」（平成２６年１月文部科学
省初等中等教育局国際教育課）等の日本語の能力の測定手法等を参考に、客観的かつ円滑に
適切な判断を行うこと。 
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２．いわゆる「通級による指導」及び「日本語指導」に係る基礎定数の算定に係る留

意事項の補足説明 

 
 ①特別の教育課程に係る告示及び通知等について 
   １で示した留意事項に示された「特別の教育課程に基づく教育の必要性の有無

について、それぞれ関係の告示や通知等を参照の上、専門的な知見を活用しつつ、

客観的かつ円滑に適切な判断を行うこと。」に係る告示や通知等は、別添資料の

とおりですので改めて御確認ください。 
 
 
 ②基礎定数の算定対象となる児童生徒について 

義務教育費国庫負担金の算定に必要な定数については、当該年度の５月１日現

在の児童生徒数等を踏まえて、義務標準法の規定に基づき算定することとしてい

ます。 
このため、「通級による指導」及び「日本語指導」に係る基礎定数の算定に当た

っても、当該年度の５月１日に当該学校に在籍する児童生徒であって、特別の教

育課程による指導を受けている者の数に基づいて算定することとなります。 
ただし、「通級による指導」や「日本語指導」については、児童生徒の実態に応

じて、例えば５月中旬を開始時期として年間１０単位時間（月に１回程度）の指

導を受ける場合も考えられます。このため、当該年度の５月１日に当該学校に在

籍する児童生徒について、その児童生徒に対する指導が５月２日以降に開始され

るものであっても、５月１日以前に特別の教育課程の届出がなされている場合に

は、基礎定数の算定対象とします。 
 
 
③基礎定数の算定対象となる児童生徒に係る根拠資料としての「特別の教育課程」

の届出に必要な記載事項及びその文書保存年限について 
「通級による指導」及び「日本語指導」に係る基礎定数の対象となる児童生徒

に対する特別の指導に関しては、該当する児童生徒が在籍する学校長から学校設

置者の教育委員会に対して、当該児童生徒に係る「特別の教育課程」の届出がな

されており、一般的にはこの届出が、基礎定数算定の根拠資料になるものです。 
 
 （「特別の教育課程」の届出に必要な記載事項について） 

「特別の教育課程」の届出様式については、学校設置者によって様々な様式と

なっていますが、基礎定数算定の根拠資料とする上では、少なくとも次の事項が

記載されている必要があります。 
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  ＜基礎定数の算定に際し、「特別の教育課程」の届出に必要な記載事項＞ 
ア）届出日 
イ）対象者（氏名、学年） 
ウ）指導時数（指導教科等、週又は月当たりの指導時数及び年間の総指導時数） 
エ）指導期間（指導を開始する年月日、指導を終了する予定年月日） 
オ）指導内容（年間の指導目標や指導計画の概要、通級による指導の場合は障

害の種類や程度、日本語指導の場合は日本語の学習段階、日本語指導のプ

ログラム内容など） 
カ）指導形態（別室等で受けるグループ指導や個別指導など、また他校におけ

る指導の場合はその旨を記載。） 
キ）指導教員等 
（※）「通級による指導」に係る記載事項は、個別の指導計画を踏まえたものにしてください。 
（※）「日本語指導」に係る「特別の教育課程」の届出様式（例）については、別添資料を参

考にしてください。 
 
 
 （届け出られた「特別の教育課程」の文書保存年限について） 

上記２②で述べたとおり、「通級による指導」及び「日本語指導」に係る基礎定

数を含め義務標準法の規定に基づき算定された定数によって、義務教育費国庫負

担金が算定されることとなっています。 
このため、「通級による指導」及び「日本語指導」に関して届け出られた「特別

の教育課程」が、義務教育費国庫負担金算定の際の根拠資料となりますので、各

都道府県・指定都市の教育委員会におかれては、額の確定後５年間（額の確定を

行った年度の翌年度が文書保存の起点となるため、「特別の教育課程」の届出がな

されてから概ね７年程度）保存していただくようお願いいたします。（会計法第３

０条及び地方自治法第２３６条第１項、文部科学省行政文書管理規則等） 
その際、各都道府県教育委員会におかれては、各学校から学校設置者の教育委

員会に届け出られた「特別の教育課程」の原本の写し又はこれに相当する文書（電

磁的記録を含む）等を、各指定都市教育委員会におかれては、各学校から届け出

られた「特別の教育課程」の原本あるいはその写し又はこれらに相当する文書（電

磁的記録を含む）等を保存していただくようお願いいたします。 
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３．本取扱いの適用時期について 

 （上記２②「基礎定数の算定対象となる児童生徒について」） 
また、上記２②で示した基礎定数の算定対象となる児童生徒の取扱いについて

は、令和３年度から適用することとします。 
なお、平成２９年度から令和元年度までの定数算定については、各都道府県・

指定都市の教育委員会の従前の取扱いによるものとし、令和２年度については、

従前の取扱い又は上記２②で示した取扱いのどちらでも構わないこととします。 
 
 （上記２③「基礎定数の算定対象となる児童生徒に係る根拠資料としての「特別の

教育課程」の届出に必要な記載事項及びその文書保存年限について」） 
上記２③において「特別の教育課程」の届出に必要な記載事項を示したところ

ですが、この取扱いについても令和３年度から適用することとします。 
このことを踏まえ、各都道府県教育委員会におかれては、当該学校の設置者の

教育委員会に対し、必要に応じて、届出様式の見直しや根拠資料の保存年限の見

直しをしていただくよう、指導助言願います。 
また、各指定都市教育委員会におかれても、必要に応じて、届出様式の見直し

や根拠資料の保存年限の見直しを実施していただくようお願いいたします。 
なお、平成２９年度から令和２年度までの根拠となる資料については、上記２

③で示した全ての事項が記載されていない場合であっても、対象となる児童生徒

が客観的に特定できる資料であれば差し支えないものとします。 
 
 
４．その他の留意事項 

①障害のある児童生徒については、特別支援学級又は「通級による指導」のいずれ

において教育を行うべきかの判断について 
「障害のある児童生徒については、特別支援学級又は通級による指導のいずれ

において教育を行うべきかの判断」については、上記１で示した留意事項におい

て、「関係の法令及び「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援に

ついて（通知）（平成２５年１０月４日付け文科初第７５６号）」等の通知、文部

科学省作成の「教育支援資料」等を参考に、客観的かつ円滑に適切な判断を行う

こと。」としております。 
 
 （特別支援学級と「通級による指導」の仕組みの違いと実態） 

特別支援学級は、障害のある児童生徒が、年間を通じて当該学級において活動

することを前提として編制される「学級」で、障害のある児童生徒の実態を考慮

して、１学級の児童生徒数の上限を８人として学級編制する仕組みであり、通常

の学級より手厚い指導体制になっています。 
 

一方で「通級による指導」は、障害のある児童生徒が、通常の学級に在籍しな

がら、週８コマまでを標準として別室等で特別の指導を受ける仕組みで、児童生
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徒１３人につき教員１人を算定する仕組みになっています。 
近年、各学校において積極的に「交流及び共同学習」に取り組んでいただく中

で、障害のある児童生徒が、特別支援学級に在籍して通常の学級で「交流及び共

同学習」による指導を受ける場合と、通常の学級に在籍して「通級による指導」

を受ける場合との違いが不明確になっている実態が見られるところです。 
 
 
 （特別支援学級に在籍して通常の学級で「交流及び共同学習」による指導を受ける

場合と通常の学級に在籍して「通級による指導」を受ける場合の基本的な考え方） 
「通級による指導に関する充実方策について（審議のまとめ）平成４年３月３

０日通級学級に関する調査研究協力者会議）」において示されていますが、特別支

援学級に在籍する児童生徒は、主として特別支援学級の指導を受けていることを

前提としたうえで一部について「交流及び共同学習」による指導を受けるもので

あり、通常の学級に在籍しながら一部について特別の指導を受ける「通級による

指導」とは、対象となる児童生徒の障害の程度や指導体制等が異なるものです。 
また、「交流及び共同学習」の推進に当たっては、「障害のある幼児児童生徒と

障害のない幼児児童生徒の交流及び共同学習等の推進について（依頼）」（平成３

０年２月８日付け２９初特支第３３号）において、各都道府県・指定都市教育委

員会の指導事務担当課長宛に、次の点について各学校等に対して指導助言いただ

くよう依頼しています。 
・単発の交流機会を設けるのみにとどまらず、年間を通じて計画的に取り組む

こと。 
・障害について形式的に理解させる程度にとどまらず、児童生徒等が主体的に

取り組む活動とすること。 
・交流及び共同学習を行う授業中の活動だけで終わらせないよう、児童生徒等

に対する十分な事前学習及び事後学習を実施すること。 
 

これらのことを踏まえると、前述したとおり、障害のある児童生徒が、特別支

援学級に在籍しているにもかかわらず、特別支援学級の担当教員等の協力による

指導などの必要な指導体制を整えないまま、通常の学級における「交流及び共同

学習」として指導を受けることが継続するような状況は、実質的には、通常の学

級に在籍して「通級による指導」を受ける状況と変わらず、当該児童生徒が必要

な支援を受けていない不適切な状況と考えています。 
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 （障害のある児童生徒については、特別支援学級又は「通級による指導」のいずれ

において教育を行うべきかの判断について） 
以上の点を踏まえて、障害のある児童生徒について、特別支援学級又は「通級

による指導」のいずれにおいて教育を行うべきかの判断について、上記に示した

留意事項を参考に、各学校において、児童生徒の障害の程度等の実情を踏まえな

がら適切な学びの場の選択がなされるよう、各都道府県教育委員会におかれては、

学校の設置者の教育委員会に対し、各指定都市教育委員会におかれては所管の学

校に対し、指導助言願います。 
 

（参考） 
●通級による指導に関する充実方策について（審議のまとめ）（抄） 

（平成４年３月３０日通級学級に関する調査研究協力者会議） 
 

II 通級の概念規定  
１ 通級の概念  

 本協力者会議が検討を開始した当時，「通級」の概念は必ずしも一定しておらず，検討を
行うためにも，その概念規定を確定しておく必要があった。  
 
 「通級」の概念を規定する際，２つの観点からこれを見ることが可能である。１つは児
童生徒の籍の所在という「形式」であり，もう１つは，主として通常の学級でどれだけの
時間，指導を受けているかという指導の「実質」である。本協力者会議では，心身障害児
に対する有効な教育の形態の１つとして，「通級」による指導を充実していくという立場か
ら，指事の在り方ないし指導の「実質」に着目して，その概念を規定することが適当であ
ると考えた。 
 
 こうした観点から，本協力者会議においては，「通級」とは，「各教科等の授業は主とし
て通常の学級で受けながら，心身の障害の状態等に応じた特別の指導を特殊学級又は特別
の指導の場（以下「特殊学級等」という。）で受けること」として検討することとした。 

 
２ 通級と交流  

 小・中学校における特殊教育の形態に関し，「交流」という語が使用されることがある。 
これは，一般的には，主として特殊学級で指導を受けながら，一部について通常の学級

の児童生徒と共に指導を受けることを意味する。このような交流教育は，児童生徒が通常
の学級と特殊学級の双方で指導を受けるという点では，通級に類似しているが，交流の場
合は，主として特殊学級で指導を受けていること，また，これは特殊学級の児童生徒の経
験を広め，社会性を養い，好ましい人間関係を育てるとともに，障害のない児童生徒の心
身障害児に対する理解認識を深めることをねらいとして行われているものであることな
ど，通級とはその教育の形態，目的を異にするものであり，「固定式」の特殊学級における
指導の一形態ないし指導方法の１つと考えることが適切である。 

 
●「障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒の交流及び共同学習等の推進について
（依頼）」（平成３０年２月８日付け２９初特支第３３号）（抄） 
１ 交流及び共同学習の推進 

（1）管下の学校に対する取組の普及促進 
  文部科学省の「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）
の推進事業」を実施している学校など交流及び共同学習に関する先進的な学校の取組を
管下の学校に普及することなどにより、管下の全ての学校において、報告の趣旨を踏ま
えた取組が継続的に行われるよう、取組の推進を図ること。その際、各学校における取
組の充実に向けて、以下の観点を踏まえた必要な指導、助言等を行うこと。 
・単発の交流機会を設けるのみにとどまらず、年間を通じて計画的に取り組むこと。 
・障害について形式的に理解させる程度にとどまらず、児童生徒等が主体的に取り組む

活動とすること。 
・交流及び共同学習を行う授業中の活動だけで終わらせないよう、児童生徒等に対する

十分な事前学習及び事後学習を実施すること。 
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②各種調査における対象児童生徒数と基礎定数の算定対象となる児童生徒数との

数値の整合性について 
「通級による指導」及び「日本語指導」に係る基礎定数の対象となる児童生徒

数は、特別支援教育課が毎年実施する「通級による指導実施状況調査」及び男女

共同参画共生社会学習・安全課が隔年で実施する「日本語指導が必要な児童生徒

の受入れ状況等に関する調査」で報告いただく対象児童生徒数と原則一致する必

要があります。 
ついては、これらの調査に対する回答を行う場合には、各都道府県・指定都市

教育委員会の調査回答を行う担当課と義務教育諸学校教職員定数担当課の双方で

確認の上、数値に不整合がないよう報告願います。 
 
 
 
 
 

（定数算定に関すること） 
初等中等教育局財務課定数企画係 
担当 小宮山、福島、仲西、西村 
電話 03-5253-4111（2038） 
e-mail teisu@mext.go.jp 
 
（「通級による指導」に関すること） 
初等中等教育局特別支援教育課企画調査係 
担当 大村、岩本 
電話 03-5253-4111（3193） 
e-mail tokubetu @mext.go.jp 
 
（「日本語指導」に関すること） 
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課日本語指導係 
担当 入川、高橋 
電話 03-5253-4111（2035） 
e-mail nihongo-shidou@mext.go.jp 
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https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/181/toushin/mext

_00004.html 

 

  

12 13  

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2022/1421569_00005.htm 

 

 

https://www.mext.go.jp/tsukyu-guide/index.html 

 

31 2668  

    https://www.mext.go.jp/content/20220331-mxt_tokubetu01-

000021707_5.pdf 
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NISE

https://www.nise.go.jp/nc/

 

03-5253-4111 3193  E-mail: tokubetu@mext.go.jp 

 

坂本 結香
テキストボックス

坂本 結香
テキストボックス

坂本 結香
テキストボックス

坂本 結香
テキストボックス
111



坂本 結香
テキストボックス
112




